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▼今回の協議事項

・こども誰でも通園制度に関し、令和８年度から新たに「乳児等支援給付」が創設され、乳児等通

園支援事業者は、給付を受けるために、利用定員を設定し、市町村から確認を受ける必要がある。

・令和７年度中に認可を行った私立14園及び公立3園の令和８年度の利用定員を設定する。

令和８年度利用定員の設定について（こども誰でも通園制度）

日 程 内 容

令和７年５月１６日（金）～６月13日（金） 認可申請書の事前提出期間

令和７年６月１６日（月）～７月11日（金) 認可申請書の本提出期間

令和７年７月30日（水） 第１回子ども・子育て会議（「量の見込」と「確保の内容」の設定）

令和７年９月３日（水） 社会福祉審議会児童福祉専門分科会審査部会

令和７年9月４日（木） 事業者の内示・通知・公表

令和７年９月2６日（金） 事業者の認可

令和７年１０月～ 事業開始（地域子ども・子育て支援事業として自治体の判断で実施）

令和７年1１月４日（火） 第２回子ども・子育て会議（基本指針改正に伴う対応について）

令和８年12月10日（水）～1月7日（水） 事業者の確認申請受付

令和８年２月９日（月） 第3回子ども・子育て会議（利用定員の設定）

令和8年4月～ 給付事業開始（全ての自治体で実施が義務付けられる）

▼参考（事業スケジュール）
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▼利用定員の設定について

・乳児等通園支援事業者は、乳児等支援給付費の支給に係る事業を行う者であることの市町

村長の確認を受ける必要がある。その確認を受ける際には、事業所ごとに、乳児等通園支援

の利用定員を設定する（子ども・子育て支援法第54条の2第２項） 。

・利用定員を定めようとするときは、地方版子ども・子育て会議等（本市では「松山市子ども・

子育て会議」）での意見を聴取する（子ども・子育て支援法第54条の2第３項）。

・令和７年度第１回子ども・子育て会議教育・保育部会で設定した「令和８年度の量の見込み」

に対して、今回設定する「令和８年度の利用定員数」を「確保内容」とする。

・今後、新たに利用定員を設定もしくは変更する場合、特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業と同様に、年１回の本部会で意見聴取を行うこととする。

令和８年度利用定員の設定について（こども誰でも通園制度）

▼参考（子ども・子育て支援法第54条（抄）

第５４条の２

２ 前項の確認は、内閣府令で定めるところにより、乳児等通園支援を行う者の申請により、乳児等通園

支援事業所ごとに、支給対象小学校就学前子どもに係る乳児等通園支援の利用定員を定めて、市町村

長が行う。

３ 市町村長は、前項の利用定員を定めようとするときは、第７２条第１項の審議会その他の合議の機関

を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては、子どもの保護者その他子ども・子

育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。
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▼令和８年度に利用定員を設定する施設

令和８年度利用定員の設定について（こども誰でも通園制度）

（★・・・Ｒ８年度から事業を開始する施設）

保育所型 社会福祉法人　慈童保育園 認定こども園　慈童保育園 一般型 1 2 2 5

幼保連携型 学校法人　松山学園 松山認定こども園　星岡 一般型 0 3 3 6

幼保連携型 学校法人　勝愛学園 学校法人　勝愛学園　幼保連携型認定こども園 一般型 0 0 6 6

保育所型 株式会社　ジャックと豆の木園 認定こども園　ジャックと豆の木園 一般型 5 1 0 6

幼保連携型 学校法人　荘山学園 幼保連携型認定こども園　三葉幼稚園 一般型 0 5 5 10

幼稚園型 学校法人　あおい学園 認定こども園　北条幼稚園 余裕活用型 0 2 2 4

保育所型 株式会社　ジャックと豆の木園 認定こども園　ジャックと豆の木園　余戸園 一般型 5 1 0 6

小規模Ａ 株式会社　エイジングウェル アユーラキッズルーム　あむぱむ 一般型 1 1 1 3

小規模Ａ 特定非営利活動法人　かしの木 かしの木園 余裕活用型 2 3 1 6

小規模Ａ 株式会社　MST さかのうえ保育園　小規模保育園　溝辺園 余裕活用型 1 1 1 3

小規模Ａ 特定非営利活動法人　カメリア保育園 カメリア保育園 余裕活用型 1 1 1 3

新制度幼稚園 学校法人　挿桃学園 桃山幼稚園 一般型 0 0 12 12

新制度幼稚園 学校法人　挿桃学園 番町幼稚園 一般型 0 0 12 12

私学助成幼稚園 学校法人　慶応学園 慶応幼稚園 一般型 0 2 10 12

保育所 松山市 味生保育園 一般型 2 2 2 6

保育所型 松山市 もものはなこども園 余裕活用型 0 1 0 1

保育所型 松山市 中島こども園 余裕活用型 0 1 0 1

18 26 58 102合計（17施設）

0歳 1歳 2歳 合計
施設類型 実施主体 園名 実施類型

令和8年度利用定員



4

▼＜参考＞令和８年度の確保内容の見込み（第３期松山市子ども・子育て支援事業計画ベース）

令和８年度利用定員の設定について（こども誰でも通園制度）

年齢 R7 R8 R9 R10 R11

０ 歳 児 2,753 2,986 2,931 2,880 2,834

１ 歳 児 2,931 3,099 3,040 2,984 2,932

２ 歳 児 3,225 2,934 3,081 3,023 2,967

合 計 8,909 9,019 9,052 8,887 8,733

０ 歳 児 1,001 1,182 1,151 1,120 1,093

１ 歳 児 1,258 1,430 1,323 1,221 1,122

２ 歳 児 1,281 1,360 1,361 1,268 1,181

合 計 3,540 3,972 3,835 3,609 3,396

０ 歳 児 3.0% 6.0% 9.0% 12.0% 15.0%

１ 歳 児 6.0% 12.0% 18.0% 24.0% 30.0%

２ 歳 児 9.0% 18.0% 27.0% 35.0% 45.0%

合 計 18.0% 36.0% 54.0% 71.0% 90.0%

平 均 6.0% 12.0% 18.0% 24.0% 30.0%

就
学
前
児
童
数

対
象
児
童
数

利
用
率

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ



年齢 R7 R8 R9 R10 R11

０ 歳 児 310 710 1,040 1,350 1,640

１ 歳 児 760 1,720 2,390 2,940 3,370

２ 歳 児 1,160 2,450 3,680 4,440 5,320

合 計 2,230 4,880 7,110 8,730 10,330

０ 歳 児 557 645 1,040 1,350 1,640

１ 歳 児 1,216 1,720 2,390 2,940 3,370

２ 歳 児 4,208 4,692 4,128 4,440 5,320

合 計 5,981 7,057 7,558 8,730 10,330

０ 歳 児 247 ▲ 65 0 0 0

１ 歳 児 456 0 0 0 0

２ 歳 児 3,048 2,242 448 0 0

合 計 3,751 2,177 448 0 0

量
の
見
込
み

確
保
の
内
容

量
の
見
込
み
と

確
保
の
内
容
の
差
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▼＜参考＞令和８年度の確保内容の見込み（第３期松山市子ども・子育て支援事業計画ベース） 

令和８年度利用定員の設定について（こども誰でも通園制度）

（※Ｒ７・８の確保の内容のみ、今回設定する「利用定員」をもとに置き換え。）

Ⓓ

Ⓔ

※利用定員総数の範囲内であれば、基準を遵守した上で、各年齢の定員を超えての受入は可能。



令和８年度利用定員の設定について（こども誰でも通園制度）
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▼＜参考＞「量の見込み」及び「確保の内容」の設定方法（積算は国の通知に基づき実施）

①Ⓓ「量の見込み」

・年齢毎のⒶ「就学前児童数」から認可保育所等の在籍児童数を除いた数をⒷ「対象児童数」として設定。

・Ⓑ「対象児童数」に利用率を加味し、Ⓓ「量の見込み」を設定。

・具体的には、「対象児童数×10時間（月）×利用率」で積算。

・🄫「利用率」は、一時預かり事業の利用状況から令和11年度時点で30%とし、

周知が進むことで段階的に上昇すると見込んで設定。

②Ⓔ「確保の内容」

・ 令和7年度及び8年度は、事業者募集で事前相談のあった内容から、設定。

・ 令和9年度以降は、今後のニーズ状況等をみて、必要に応じて追加募集することとしていることから、

不足が出ている場合は、量の見込と同数となるように設定。

・ 具体的には、「定員数」×「開設日数」×「開設時間」で積算。

【例】実施定員：0歳児2人 実施日：週5日⇒月22日実施 実施時間：9:00～11:30の場合
確保の内容（1カ月の確保量）⇒2人×22日×2.5時間＝１１０時間

P.5「確保内容」は、
この内容を今回設定
する利用定員で置き
換えたもの



（参考）こども家庭庁資料
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（参考）こども家庭庁資料
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